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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会に
おいて決議しております。その概要は以下のとおりです。

（基本方針）
①　�当社及び当社グループにおける取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制

（a）		当社グループの基本方針、当社グループで働く全ての者が責任のある行動を取るための指針、法令・
定款・方針・社内規定等の遵守などを定めた「アネスト岩田フィロソフィ」を取りまとめ、浸透を図
っています。また、法務担当部門により継続的にコンプライアンス教育を実施するとともに、内部監
査部門の配置により、その浸透状況を確認しています。

（b）		当社の製品別担当部門が各グループ会社の主管として指導・支援を実施しています。また、各グルー
プ会社は定期的に当社に財務状況や取締役会の審議結果等を報告しています。

（c）		内部通報窓口「アネスト岩田ホットライン」と「ANEST	IWATA	Group	Hotline」を設置し、不正
リスクを軽減させるとともに、法令上疑義のある行為を早期に発見・対応する体制を構築していま
す。また、相談窓口「提案ポスト」も設置しています。

②　�取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、及び、取締役の職務の執行に係わ
る情報の保存及び管理に関する体制

　	当社は、取締役の適切な責任分担と監督体制により事業を有効かつ効率的に運営するため、以下の取り
組みを行っています。

（a）		重要な事項についての取締役会での活発な議論を可能とするとともに、取締役会の監督機能の強化を
図るため、当社の取締役会から一部の意思決定権限を代表取締役へ委譲します。

（b）		代表取締役を補助するため、執行役員を任命します。また、全ての執行役員が議決権を持つ経営会議
及び執行役員会の２つを業務執行機関として設置し、重要性により審議事項を分けています。より重
要な事項を審議する経営会議には全ての取締役も参加します。これは、当社グループの事業について
熟知した執行役員と、他社での業務執行経験や専門分野での知識の豊富な社外取締役の積極的な協議
の場を設けることでより有効な業務執行を図るとともに、協議の場を通じて社外取締役にも情報が深
く共有されることにより有効な取締役会の監督機能に資するものです。なお、経営会議の議決権を執
行役員のみに限定することで、業務執行への参加による取締役会の監督機能への悪影響を抑制します。
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（c）		任意の諮問機関である指名・報酬委員会が、取締役候補及び執行役員候補の指名と取締役及び執行役
員の報酬案を取締役会に答申することで、公正かつ透明性の高い手続きを行います。また、サステナ
ビリティ・ＣＳＲ委員会及び内部統制委員会を設置し、それぞれの事項について具体的な立案を行い、
取締役会への上申を行います。

（d）		職務執行の公正性を監督する機能を強化するため、業務を執行しない取締役を取締役総数の半数以上
としています。

（e）		取締役会全体の実効性について、定期的に分析・評価をしています。
（f）	 	取締役会その他の重要な会議の意思決定に係る情報（文書・議事録）及び重要な決裁に係る情報の保

存・管理についての指針を定めています。また、電子ファイル等に関わるシステムを安全に管理し、
不測の事態にも適切に対応しています。

③　当社及び当社グループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（a）		リスクの洗い出し・予防及びリスクが現実のものとなった場合の企業価値の保全を目的として、リス

ク危機管理規程を定めています。
（b）		リスク危機管理規程等に基づき、リスクに対する統一した管理体制として、社長執行役員を委員長と

した「危機管理委員会」を設置しています。緊急事態が発生した場合には、「危機管理委員会」を召集し、
迅速かつ適切に対応するとともに、事後の防止策を講じます。

（c）		万が一当社グループの製品に不具合があった場合に的確に対処できるよう独立した品質保証部門を設
置し、お客様の満足向上に努めています。

④　�監査等委員以外の取締役及び従業員が監査等委員会に報告するための体制と、その他監査等委員会の職
務が実効的に行われることを確保するための体制、及び、監査等委員会の職務を補助すべき従業員及び
その従業員の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項

　当社は、監査等委員会の職務が実効的に行われることを確保するため、以下を定めています。
（a）		社内の事情に精通した常勤の監査等委員を１名選定していること。
（b）		監査等委員以外の取締役及び従業員は職務執行等の状況について監査等委員会に報告しなければなら

ないこと。
	 	会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行状況、会社に著しい損害を及ぼした事項及び及ぼ
すおそれのある事項、月次決算報告、内部監査の状況と監査結果、法令・定款等に違反するおそれの
ある事項、上記以外の会社経営上重要な事項等。

（c）		監査等委員は取締役会以外の重要な会議にも出席できること。
（d）		監査等委員は代表取締役、会計監査人、内部監査部門と定期的に会合を持ち意見及び情報の交換を行

うとともに、必要に応じて報告を求めることができること。
（e）		監査等委員は、独自に外部の専門家と契約し監査業務に関する助言を受けることができること。
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（f）	 	内部通報制度を利用して通報された内容は、監査等委員に全て通知されること。通報者に対する不利
益の取り扱いは、監査等委員に直接通報された場合も含め、禁止されること。

（g）		監査等委員の職務に必要な費用は、仮払いの要否も含めて、監査等委員会の判断により決定するこ
と。

（h）		監査等委員会は、その職務を補助させるため、内部監査部門に対して必要な事項を指示できること、
及び、その事項については、内部監査部門は監査等委員会以外の指揮命令を受けないこと。また、内
部監査部門の人事は代表取締役と常勤の監査等委員との合意の上で、監査等委員会が決定すること。

（運用状況の概要）内部統制方針通達から抜粋
当社グループでは、上記の基本方針に基づき「業務の適正を確保するための体制」の整備及び運用を実施

しています。
社是や経営理念を中核とする当社グループの考え方をまとめた「アネスト岩田フィロソフィ」については、

和文、英文及び中文の「フィロソフィブック」を作成しており、グループ全体への浸透を図っています。また、
社内規定についても、主管である総務部門を中心に、継続的に改善を図ってまいります。法務部門によるコ
ンプライアンス教育も積極的に実施しています。
新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大による移動の制限等により内部監査部門は海外子会社への

往査は限定的な実施となりましたが、全ての子会社に対してリモートでの監査を実施しました。内部通報制
度「アネスト岩田ホットライン」及び提案制度「提案ポスト」に、通報及び相談のあった案件につきましては、
誠実に対応致しました。また、海外子会社の現地従業員に対しても、内部通報制度の段階的な導入を実施し
ています。なお、これらの結果、業務の重要な不適正につながる事項等は見つかっておりません。
当社の取締役会は、毎月１回以上開催し、社外取締役も出席し、毎回発言がなされました。その中では、

取締役会全体の実効性についての分析・評価も実施しました。また、任意に設置している指名・報酬委員会、
サステナビリティ・CSR委員会及び内部統制委員会から取締役会へは必要な都度上申がなされました。なお、
サステナビリティ・CSR委員会はESG投資やサステナビリティの開示への社会的な期待の高まりに対応する
ため、従来のCSR委員会を改組したものです。グループ会社の取締役会又はそれに相当する会議については、
新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大による移動の制限等により現地等に直接参集しての開催は困
難でしたが、各社年２回以上をWEB会議にて開催しました。その際には、主管しているエアエナジー事業
部長又はコーティング事業部長が出席し、その結果については当社の取締役会にて報告されました。また、
各社の業績については、毎月当社に報告されました。
リスクに対する統一した管理体制として設置している「危機管理委員会」については、新型コロナウイル

ス（COVID-19）への対応のため、原則として毎週招集して対応策を審議し、当社グループ内で情報を共有
するとともに、必要に応じて対外的にも情報開示を致しました。
監査等委員会は概ね毎月開催され、毎回、活発な意見交換や審議・決議をおこなっていることを確認しま

した。監査等委員には四半期毎に会計監査人から監査の状況が報告されるとともに、内部監査部門も含めた
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「三様監査協議」を定期的に実施し情報の交換を行っていることを確認しました。なお、監査等委員からの
求めに応じ、内部監査部門に所属する全ての従業員を「監査等委員の職務を補助すべき従業員」とし、代表
取締役からの特命監査事項を除き、監査等委員以外の取締役や他の従業員からの独立性を確保しています。

以上
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当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）

１．当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の取り組み
　当社は、1926年に創業以来、「誠心」を社是として、常に「お客様の立場に立ち、誠心を込め製品やサー
ビスをお届けする。」ことを実行してまいりました。品質向上・技術革新に努め、お客様のご支持をいただき、
塗装機器・塗装設備・圧縮機・真空機器の専門メーカとして、世界Ｎｏ.1を目指す企業へと成長してまいり
ました。これもひとえに株主の皆様のご支援の賜物であります。
　当社グループは、100年企業へ向けて以下の「グループ経営ビジョン」を定め、中長期的な経営戦略とし
ております。①お客様の立場に立ち、誠心を込めて高性能かつ高品質な製品とサービスをご提供できる、活
力と新規性に満ちた開発型企業となる。②コストダウンや社内コア技術を中心とした改良型商品開発から、
市場のニーズを確実に捉え、さまざまな企業とコラボレーションする柔軟な企業となる。③世界Ｎｏ.1を目
指して、グループの全従業員が一丸となり、お客様満足度の最大化に努め、革新的な技術・製品を常に生み
出していく、「真のグローバルワン・エクセレントメーカ」になることを目指す。併せて、社是の具体化を
目指して更なる品質向上・技術革新に努めるとともに、事業規模の拡大・社会への貢献を実行することが、
当社の企業価値を長期にわたり向上させ、株主共同の利益の確保・向上に資するものと考えております。

２．本方針の目的と基本的な考え方
　当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同を得ずに行
われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一
概に否定するものではありません。特定の者の大規模買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最
終的には当社株式を保有する株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。
　しかしながら、株式の大規模買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益を著しく毀損
するもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大規
模買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を
提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必
要とするもの等、対象会社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に反するものも少なくありません。
そのため、当社取締役会としては企業価値・株主共同の利益の保護及び株主の皆様に買い付けに応じるか否
かを適切に判断して頂く時間を確保することを目的として大規模買付行為に関するルール（以下「大規模買
付ルール」といいます）を導入するものであります。
　なお、現時点において、当社株式について具体的な大規模買付行為の兆候があるとの認識はありません。

アネスト岩田株式会社

2007年５月15日施行
2022年５月10日改訂
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３．大規模買付ルールの内容
　大規模買付ルールとは、①大規模買付者が事前に当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②
それに基づき当社取締役会が当該大規模買付行為について評価・検討を行うための期間が経過した後に、又
は株主総会を開催する場合には株主の皆様に発動の可否を判断いただくための検討期間が経過した後に大規
模買付行為が開始されるというものです。
　大規模買付ルールの概要は、以下のとおりです。
（1）対象となる大規模買付行為
　本方針は以下の①または②に該当する当社株券の買付けまたはこれらに類似する行為（ただし、当社
取締役会が承認したものを除きます。当該行為を、以下「大規模買付行為」といいます）がなされる場
合は適用対象とします。大規模行為を行おうとする者（以下「大規模買付者」といいます）は予め本方
針に定める手続に従わなければならないものとします。
①	当社が発行者である株券等（注1）について、保有者（注2）の株券等保有割合（注3）が20%以上と
なる買付け

②	当社が発行者である株券等（注4）について、公開買付け（注5）に係る株券等の株券等所有割合（注
6）及びその特別関係者（注7）の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

注1　	金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。以下別段の定めがない限り同じとします。
注2　	金融商品取引法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者とみなされる者を含むもの

とします。以下同じとします。
注3　金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。以下同じとします。
注4　金融商品取引法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。以下②において同じとします。
注5　金融商品取引法第27条の2第6項に規定されます。以下同じとします。
注6　金融商品取引法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。以下同じとします。
注7　	金融商品取引法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。ただし、同項第1号に掲げる者については、発

行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。以下同じとし
ます。

（2）大規模買付情報の提供
　大規模買付行為を実施しようとする大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社取締役会に対
し、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為
の概要を明示した大規模買付ルールに従う旨の「意向表明書」をご提出いただいたうえで、当社取締役
会に対して、当社株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以
下「本必要情報」といいます）を提供していただきます。当社取締役会は、意向表明書の受領後10営業
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日以内に、大規模買付者から当初提供いただくべき本必要情報のリストを当該大規模買付者に交付しま
す。当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、当社取
締役会は、大規模買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。本必要情報の具
体的内容は大規模買付者の属性及び大規模買付行為の内容によって異なりますが、一般的な項目は以下
のとおりです。
①	大規模買付者及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び（ファンドの場合は）各組合員その他
の構成員を含みます）の概要（大規模買付者の事業内容、資本構成、当社及び当社グループの事業と
同種の事業についての経験等に関する情報を含みます）

②	大規模買付行為の目的及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、
買付等の方法の適法性、買付等及び関連する取引の実現可能性等を含みます）

③	当社株式の取得対価の算定根拠及び取得資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます）の
具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます）

④	当社及び当社グループの経営に参画した後に想定している経営者候補（当社及び当社グループの事業
と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます）、経営方針・経営理念、事業計画、財務計
画、資本政策、配当政策、資産活用策等

⑤	当社及び当社グループの取引先、顧客、従業員等のステークホルダーと当社及び当社グループとの関
係に関し、大規模買付行為完了後に予定する変更の有無及びその内容

⑥	その他大規模買付行為の妥当性及び適法性等を判断するために当社取締役会または独立委員会（後記
４．「独立委員会の設置」、別紙２ ｢独立委員会規程の概要｣ 及び（注8）をご参照）が合理的に必要
と判断する情報

注8　	独立委員会は、当社取締役会から独立した第三者機関として、本方針が取締役の保身のために利用されることがな
いよう監視するとともに、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に反する買付けを抑止するという働きを担い
ます。独立委員会は、公正で合理的な判断を可能にするために、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及
び当社取締役会との間に特別の利害関係を有していない当社社外取締役、弁護士、公認会計士、学識経験者、投資
銀行業務に精通している者、実績ある会社経営者等の中から選任され、計３名以上の委員で構成されます。なお、
本方針の継続時の独立委員会委員の氏名及び略歴は、後述の別紙３「独立委員会委員の氏名及び略歴」のとおりです。

　当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付者に対し
情報提供の期限を設定する場合があります。ただし、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請が
あった場合は、その期限を延長することができるものとします。
　なお、大規模買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された本必要情報は、当社株主の皆
様の判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部ま
たは一部を開示します。
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（3）取締役会による評価期間
　当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し本必
要情報の提供を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買
付けの場合）または90日間（その他の大規模買付行為の場合）を当社取締役会による評価・検討・交渉、
取締役会としての意見形成及び取締役会による代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」と
いいます）として与えられるべきものと考えます。取締役会評価期間中、当社取締役会は、独立委員会
に諮問し、また、必要に応じて外部専門家等の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評
価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重したうえで、当社取締役会としての意見を慎重にとり
まとめ、公表します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善につ
いて交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。なお、当社
取締役会は、本必要情報の提供が完了した場合には、速やかにその旨及び取締役会評価期間が満了する
日を公表いたします。

４．独立委員会の設置
　本方針において、大規模買付者が当社取締役会に提供すべき情報の範囲、大規模買付者が大規模買付ルー
ルを遵守したか否か、大規模買付行為が企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に反するか否か及び対
抗措置をとるか否か等の検討及び判断については、その客観性、公正さ及び合理性を担保するため、当社
は、取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、当社取締役会はかかる独立委員会に必ず諮問す
ることとし、独立委員会は諮問を受けた事項について勧告することとします。独立委員会は、その判断の合
理性・客観性を高めるために、必要に応じて当社の費用で当社経営陣から独立した第三者（ファイナンシャ
ル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の専門家を含む）の助言を得ることができ
るものとします。また、当社の取締役、監査等委員である取締役、従業員等に独立委員会への出席を要求し、
必要な情報について説明を求めたりしながら、当社取締役会から諮問を受けた事項について審議・決議し、
その決議の内容に基づいて、当社取締役会に対し勧告を行います。この勧告は公表いたします。
　当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重し、対抗措置の発動または不発動につき速やかに決
議を行うものとします。
　当社取締役会の決定に際しては独立委員会による勧告を最大限尊重し、かつ必ずこのような独立委員会の
勧告手続を経なければならないものとすることにより、取締役会の判断の客観性、公正さ及び合理性を確保
する手段として機能するよう位置付けています。
　独立委員会の委員には、米田　康三氏、浅井　侯序氏、白井　裕子氏、大島　恭輔氏、松木　和道氏、大
橋　玲子氏、の合計６名が就任する予定です。なお、独立委員会規程の概要は、別紙２の「独立委員会規程
の概要」に、各委員の略歴は、別紙３の「独立委員会委員の氏名及び略歴」に記載のとおりです。
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５．大規模買付行為がなされた場合の対応方針
（1）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
　大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何にか
かわらず、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的として、新株予約
権の発行等、会社法その他の法律が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か及び対抗措置の発動の適否は、外部専門家等の意見
も参考にし、独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社取締役会が決定します。

（2）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に
反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示したりすること
により、当社株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりま
せん。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提案及び当社が
提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことになります。
　ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例えば以下の
①から⑧のいずれかに該当し、結果として当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひい
ては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、当社取締役会は、外部専門家
等の意見も参考にし、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、また、必要に応じて株主総会の承認
を得たうえで、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を目的として、必要かつ相当な範囲内で
例外的に対抗措置を講じることがあります。

①	真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社株式を当社
関係者に引き取らせる目的で当社株式の買付けを行なっていると判断される場合（いわゆる、グリー
ンメーラーと判断される場合）

②	当社の経営を一時的に支配して、当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主
要取引先や顧客等を当該買付け者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行
う目的で当社株式の買付けを行なっていると判断される場合

③	当社の経営を支配した後に、当社の資産を買付け者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資と
して流用する予定で当社株式の買付けを行なっていると判断される場合

④	当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を
売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価
の急上昇の機会を狙って当社株式の高値売り抜けをする目的で買付けを行なっていると判断される場
合
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⑤	大規模買付者が提案する当社株式の買付方法が、強圧的二段階買収（最初の買付条件よりも二段階目
の買付条件を不利に設定し、あるいは二段階目の買付条件を明確にしないで、公開買付け等の株式買
付けを行うことをいいます）等、株主に当社株式の売却を事実上強要するおそれがある買付け行為と
判断される場合

⑥	大規模買付者による支配権取得により、従業員、顧客、取引先等のステークホルダーの利益が損なわ
れ、それによって当社の企業価値・株主共同の利益が著しく損なわれると判断される場合

⑦	大規模買付者が提案する当社株式の買付条件（対価の価額・種類、買付等の時期、買付方法の適法性、
買付等の後における当社の従業員、顧客、取引先等のステークホルダーの処遇方針等を含みます）が
当社の企業価値に鑑み著しく不十分または不適切なものであると判断される場合

⑧	大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると合理的な根拠をもって判断
される場合

（3）取締役会の決議、及び株主総会の開催
　当社取締役会は、上記（1）または（2）において対抗措置の発動の是非について判断を行う場合は、
独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討したうえで対抗措置発動ま
たは不発動等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。
　具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で当社取締役会が最も適切と判断したものを
選択することとします。当社取締役会が具体的対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当を
行う場合の概要は原則として別紙１に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当を行う場合に
は、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、
対抗措置としての効果を勘案した行使期間及びその他の行使条件を設けることがあります。
　また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、発動の決議について株主
総会の開催を要請する場合には、株主の皆様に本方針による対抗措置を発動することの可否を十分にご
検討いただくための期間（以下「株主検討期間」といいます）として最長60日間の期間を設定し、当該
株主検討期間中に当社株主総会を開催することがあります。
　当社取締役会において、株主総会の開催及び基準日の決定を決議した場合、取締役会評価期間はその
日をもって終了し、ただちに、株主検討期間へ移行することとします。
　当該株主総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した本必要情報、本必要情報
に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案その他当社取締役会が適切と判断する事項を記載
した書面を、株主の皆様に対し、株主総会招集通知とともに送付し、適時・適切にその旨を開示いたし
ます。
　株主総会において対抗措置の発動または不発動について決議された場合、当社取締役会は、当該株主
総会の決議に従うものとします。当該株主総会が対抗措置を発動することを否決する決議をした場合に
は、当社取締役会は対抗措置を発動いたしません。
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　また、当該株主総会の終結をもって株主検討期間は終了することとし、当該株主総会の結果は、決議
後適時・適切に開示いたします。

（4）大規模買付行為待機期間
　株主検討期間を設けない場合は、上記３．（2）「大規模買付情報の提供」に記載の意向表明書が当社取
締役会に提出された日から取締役会評価期間終了までを、また株主検討期間を設ける場合には取締役会
評価期間と株主検討期間を合わせた期間終了までを大規模買付行為待機期間とします。そして大規模買
付行為待機期間においては、大規模買付行為は実施できないものとします。
　したがって、大規模買付行為は、大規模買付行為待機期間の経過後にのみ開始できるものとします。

６．株主・投資家に与える影響等
（1）大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等
　大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報
や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには、当社株主の皆様が代替案の
提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報の
もとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社
の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルー
ルの設定は、当社株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、当社
株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。
　なお、上記５．「大規模買付行為がなされた場合の対応方針」において述べたとおり、大規模買付者が
大規模買付ルールを遵守するか否かにより大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、
当社株主及び投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。

（2）対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等
　当社取締役会は、企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置をとることがありま
すが、当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び証券取引所規則に従っ
て適時適切な開示を行います。当該対抗措置の仕組上、当社株主の皆様（大規模買付ルールを遵守しな
い大規模買付者及び当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められるような大規模買付行
為を行う大規模買付者を除きます）が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態
が生じることは想定しておりません。
　なお、対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の発行につきましては、新株予約権の行使
により新株を取得するために所定の期間内に一定の金額の払込みをしていただく必要があります。なお、
当社取締役会が新株予約権を取得することを決定した場合には、行使価額相当の金額を払い込むことな
く、当社による新株予約権の取得の対価として、株主の皆様に新株を交付することがあります。かかる
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手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権を発行することになった際に、法令に基づき別途お知
らせいたします。ただし、株主名簿への記載・記録（いわゆる名義書換）が未了の当社株主の皆様に関
しましては、新株予約権を取得するためには、別途当社取締役会が決定し公告する新株予約権の基準日
までに、株主名簿への記載・記録を完了していただく必要があります（証券保管振替機構に対する預託
を行っている株式については、名義書換手続きは不要です）。
　ただし、独立委員会は、当社取締役会に対抗措置の発動を勧告した後であっても、勧告後に大規模買
付者が買付を撤回した場合、または勧告の判断の前提となった事実関係に変動が生じ、大規模買付者に
よる買付が上記「５．大規模買付行為がなされた場合の対応方針」の「（2）大規模買付者が大規模買付ルー
ルを遵守した場合」の①ないし⑧に該当しないと判断するに至った場合等には、改めて当社取締役会に
対し、対抗措置の発動の中止を勧告し、または既に行った対抗措置の発動勧告を撤回することができる
ものとします。
　当社取締役会が当該新株予約権の発行の中止又は発行した新株予約権の無償取得を行う場合には、１
株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、当該新株予約権の無償割当に係る権利落ち日以降に
当社株式の価値の希釈化が生じることを前提に売買を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動によ
り不測の損害を被る可能性があります。

７．大規模買付ルールの有効期限等
　本方針の有効期限は、2023年６月開催予定の定時株主総会終結の時までとし、本定時株主総会において
議案としてお諮りし、本方針が株主の皆様のご承認を得られた場合には、来年以降、毎年６月に開催予定の
当社の定時株主総会において毎回お諮りすることとし、株主の皆様の意思を確認することといたします。た
だし、本定時株主総会において、本方針の継続について株主の皆様のご承認が得られなかった場合には、そ
の時点で廃止されるものといたします。
　本方針はその有効期間中であっても、当社取締役会により本方針を廃止する旨の決議が行なわれた場合
は、本方針はその時点で廃止されるものとします。また、当社取締役会は、企業価値及び株主共同の利益の
確保・向上の観点から、司法判断の動向、公的機関の対応及び会社法並びに金融商品取引法を含めた関係法
令の整備・改正等を踏まえ、本方針を随時見直していく所存であり、本方針の有効期間中であっても、独立
委員会の勧告を最大限尊重して、本方針を修正する場合があります。
　なお、2022年３月31日現在の大株主の状況は別紙４の「大株主の状況」に記載のとおりです。

８．本方針の合理性
　本方針は、以下のとおり、高度な合理性を有しています。

①買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること
　	本方針は、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保
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又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向
上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を完全に充足しています。

　	また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年６月30日に発表した報告書「近時の諸環境
の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっております。

②当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること	
　	本方針は、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆
様が判断するために必要な情報や時間、あるいは当社取締役会による代替案の提示を受ける機会を確
保すること等を可能にするものであり、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的とし
て導入されるものです。

③株主の合理的意思に依拠したものであること
　	当社は、当社取締役会において本方針の導入を決定いたしましたが、上記７．「大規模買付ルールの
有効期限等」に記載のとおり、本定時株主総会において、本方針に関する株主の皆様の意思を確認さ
せていただくため議案としてお諮りし、株主の皆様のご賛同が得られなかった場合には、その時点で
本方針は廃止されます。そのため、本方針の消長及び内容は、当社株主の合理的意思に依拠したもの
となっております。また、本方針は毎年開催される当社定時株主総会において株主の皆様の意思が反
映されます。

④独立性の高い社外者の判断の重視
　	当社は、本方針の導入にあたり、対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除
し、当社株主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う諮問機関として、独立委員会を設置しまし
た。また、独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執
行を行う経営陣から独立し、当社及び当社の経営陣との間に特別の利害関係を有していない当社社外
取締役、社外有識者（弁護士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者、実績ある
会社経営者等）で構成されます。

⑤合理的な客観的発動要件の設定	
　	本方針は、上記５.「大規模買付行為がなされた場合の対応方針」に記載のとおり、あらかじめ定めら
れた合理的な客観的発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会
による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

⑥デッドハンド型買収防衛策ではないこと
　	上記７．「大規模買付ルールの有効期限等」に記載のとおり、本方針は、当社の株主総会で選任され
た取締役で構成される取締役会により廃止することができるものとされており、大規模買付者が、当
社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により、本方針を廃止する可能性
があります。したがって、本方針は、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替
させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

以　上

	―	13		―

010_0055010092206.indd   13010_0055010092206.indd   13 2022/05/19   18:06:512022/05/19   18:06:51



新株予約権無償割当の概要	 【別紙１】

１．新株予約権付与の対象となる株主及び発行条件
　当社取締役会で定める基準日における最終の株主名簿に記載または記録された株主に対し、その所有する
当社普通株式（ただし、当社の所有する当社普通株式を除く）１株につき１個の割合で新たに払込みをさせ
ないで新株予約権を割当てる。

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の総数は、当社取
締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式（当社の所有
する当社普通株式を除く）の総数を減じた株式数を上限とする。新株予約権１個当たりの目的となる株式の
数は当社取締役会が別途定める数とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調
整を行うものとする。

３．発行する新株予約権の総数
　新株予約権の発行総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予
約権の割当てを行うことがある。

４．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額）
　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額）は１円以上で当社取締役会が
定める額とし、時価の２分の１を上限とする金額の範囲内で当社取締役会が定める額とする。

５．新株予約権の譲渡制限
　新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

６．新株予約権の行使条件
　（1）特定大量保有者（注9）、（2）特定大量保有者の共同保有者、（3）特定大量買付者（注10）、（4）特
定大量買付者の特別関係者、もしくは（5）これら（1）から（4）までの者から新株予約権を当社取締役会
の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、または、（6）これら（1）から（5）までに該当する者
の関連者（注11）（これらの者を総称して、以下「非適格者」といいます）は、新株予約権を行使すること
ができないものとします。なお、新株予約権の行使条件の詳細については、新株予約権の無償割当て決議に
おいて別途定めるものとします。
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７．新株予約権の行使期間等
　新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社取締
役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記６.の行使条件のため新株予約権の行使が認
められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権１個につき当社取締役会が別途定め
る株数の当社普通株式を交付することができる旨の条項を定めることがある。

注9　	当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が20％以上である者、又は、これに該当する
こととなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業
価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が
別途定める者は、これに該当しないこととします。

注10　	公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法第27条の2第1項に定義される株券等をいいます。	以
下本注において同じとします）の買付け等（金融商品取引法第27条の2第1項に定義される買付け等をいいます。以下
本注において同じとします）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるも
のとして金融商品取引法施行令第7条第1項に定めるものを含みます）に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別
関係者の株券等所有割合と合計して20％以上となる者、または、これに該当することとなると当社取締役会が認める
者をいいます。ただし、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと
当社取締役会が認めた者その他新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しない
こととします。

注11　	ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下にある者（当社
取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます）、またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認め
た者をいいます。なお「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規
則第3条第3項に定義される場合をいいます）をいいます。
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独立委員会規程の概要	 【別紙２】

１．独立委員会の設置
　当社は、大規模買付行為に関する取締役会の判断及び対応の客観性、合理性及び公正性を担保するため、
独立委員会を設置する。

２．独立委員会の構成と選任
（1）独立委員会を構成する委員（以下、｢独立委員｣ という）は、３名以上とする。
（2	）独立委員は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、弁護士、公認会計士、学識
経験者、投資銀行業務、実績のある会社経営者、或いはこれらに準ずる者の中から取締役会が選任する。
取締役会は出席取締役の過半数の賛成により独立委員を選任する。選任にあたっては、独立委員の役割
に鑑み、企業経営に関する知見、企業価値に関する見識、実務経験等を総合的に勘案する。

３．独立委員の任期
　独立委員の任期は、原則として取締役会がその者を独立委員に選任しその者が独立委員への就任を承諾し
た日から、その後最初に開催される定時株主総会の終結時までとし、再任を認めるものとする。

４．独立委員の解任
　取締役会は、以下の事由が生じた場合、出席取締役の３分の２以上の賛成により独立委員を解任すること
ができる。
（1）重度の身体又は精神の障害その他の事由により、業務を遂行できない場合
（2	）大規模買付者グループに含まれる者又は大規模買付者グループに含まれる者になろうとする者と客観
的かつ中立的な立場から勧告を行うことが困難である関係を有していると認識した場合

（3）独立委員が法令等に違反した場合
（4）独立委員が上記２.の（2）に定める者ではなくなった場合

５．善管注意義務
　独立委員は、善良な管理者の注意をもって、忠実にその職務を遂行する。

６．独立委員会の開催
　独立委員会は、本規程に従い、必要に応じて随時開催する。

７．独立委員会の招集
　独立委員会は、当社代表取締役又は各独立委員が招集する。
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８．独立委員会の権能
（1	）独立委員会は、当社取締役会が独立委員会に諮問する、以下に規定する事項につき審議・決議し、そ
の決議事項を、その理由を付して取締役会に勧告する。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限に
尊重しなければならない。
①大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か
②当社取締役会の意見形成のために必要かつ十分な情報が大規模買付者から提供されているか否か
③大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に反する否か
④対抗措置を講じるか否か
⑤当社取締役会の講じる対抗措置が手段として相当か否か
⑥その他上記に関連する事項

（2	）独立委員会は、当社の費用負担で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、弁護士、公
認会計士、コンサルタントその他の専門家を含む）から、その検討及び審議に必要な専門的な助言をえ
ることができる。

（3	）独立委員会は、当社取締役、従業員又は監査等委員である取締役に対し、その検討及び審議に必要な
当社に関する資料の提供を求めることができる。

９．独立委員会の勧告
　勧告の内容については、原則として委員全員が出席し、その過半数の賛成をもって決定する。

以　上
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独立委員会委員の氏名及び略歴	 【別紙３】

米田　康三　（よねだ　こうぞう）1948年６月	生まれ
1972年	３	月　株式会社住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
1977年	５	月　エール大学経済学部大学院修士課程修了
2001年	４	月　同行執行役員本店営業第二部長
2002年	６	月　Japan	Equity	Capital	Co.,	会長兼CEO
2003年	４	月　	大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ㈱顧問	

株式会社フューチャーネクスト代表取締役（現）
2005年	６	月　平田機工株式会社　代表取締役社長
2012年	４	月　株式会社キンレイ（現㈱ＫＲフードサービス）代表取締役社長
2014年12月　株式会社アミファ社外取締役（現）
2015年	６	月　	当社社外取締役（現）	

株式会社タカギ社外取締役
2015年12月　スリーフィールズ合同会社代表社員（現）
2016年11月　フォーライフ株式会社社外取締役（現）
2018年	６	月　北越メタル株式会社社外取締役（現）

浅井　侯序　（あさい　よしつぐ）1954年５月	生まれ
1977年	４	月　ブラザー工業株式会社入社
1989年	７	月　BROTHER	INDUSTRIES	（AUST）	PTY	LTD出向　同社代表取締役
2000年10月　ブラザー工業株式会社　総合企画部長
2004年	６	月　	同社執行役員 I&Dカンパニー EVP* 経営企画部長	

＊	EVP：エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント
2006年	４	月　同社執行役員人事部長
2011年	４	月　	同社常務執行役員法務総務部長	

兼コーポレートコミュニケーション（広報）部担当
2016年	４	月　	同社常務執行役員財務部・法務環境総務部・	

CSR ＆コミュニケーション部担当
2017年	６	月　株式会社フジミインコーポレーテッド社外取締役（現）
2020年	６	月　当社社外取締役（現）
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白井　裕子　（しらい　ゆうこ）1954年２月	生まれ
1986年	４	月　弁護士登録（東京弁護士会所属）
1991年	４	月　ウィング総合法律事務所開設（パートナー弁護士）
2004年	４	月　関東弁護士連合会理事
2005年	４	月　東京地方裁判所鑑定委員・調停委員
2009年	５	月　東京都新宿区教育委員会委員長
2010年	４	月　日本弁護士連合会監事
2011年	４	月　日本知的財産仲裁センター監事
2012年	４	月　東京弁護士会副会長
2013年10月　東京都新宿区教育委員会委員長
2015年	６	月　西華産業株式会社社外取締役（現）
2016年	４	月　東京都新宿区監査委員（現）
2021年	６	月　当社社外取締役（現）

大島　恭輔　（おおしま　きょうすけ）1954年１月	生まれ
1982年	８	月　SUNX株式会社（現パナソニックデバイス SUNX㈱）入社
2000年	６	月　同社取締役センサ事業部長
2007年	６	月　同社常務取締役経営企画・人事・法務・内部統制担当
2011年	６	月　同社常勤監査役
2015年	６	月　当社社外取締役
2016年	６	月　当社社外取締役（監査等委員）（現）
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松木　和道　（まつき　かずみち）1951年８月	生まれ
1976年	４	月　三菱商事株式会社入社
1979年	６	月　Harvard	Law	School 法学修士号（LL.M）取得
2003年	１	月　同社法務部長
2007年	４	月　同社理事
2007年	５	月　経営法友会代表幹事
2009年	４	月　三菱商事株式会社理事コーポレート担当役員補佐兼コンプライアンス総括部長
2010年	４	月　東京大学大学院法学政治学研究科客員教授
2011年	４	月　北越紀州製紙株式会社（現北越コーポレーション株式会社）執行役員
2011年	６	月　	同社取締役	

法制審議会　新時代の刑事司法制度特別部会委員
2013年	６	月　北越紀州製紙株式会社常務取締役
2016年	６	月　	株式会社ドリームインキュベータ社社外取締役（監査等委員）	

サンデンホールディングス株式会社社外監査役
2018年	６	月　当社社外取締役
2019年	３	月　NISSHA株式会社社外取締役（現）
2020年	６	月　当社社外取締役（監査等委員）（現）

大橋　玲子　（おおはし　れいこ）1962年７月	生まれ
1991年10月　センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
1995年	３	月　公認会計士登録
2009年	７	月　大橋公認会計士事務所所長（現）
2014年	６	月　監査法人八雲代表社員（現）
2015年10月　独立行政法人日本スポーツ振興センター監事（現）
2020年	９	月　国立大学法人東京農工大学監事（現）
2021年	６	月　当社社外取締役（現）
2022年	６	月　当社社外取締役（監査等委員）就任（予定）

上記独立委員会委員６氏は、いずれも会社法で規定される社外取締役の要件並びに東京証券取引所の定める独
立性の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ています。
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大株主の状況	 【別紙４】
2022年３月31日現在

１．発行可能株式総数	 189,290,000株
２．発行済株式総数　　　　　　		41,745,505株　（自己株式を除いた発行済株式総数	:	40,836,413株）
（注）	自己株式を除いた発行済株式総数には、株式給付信託が保有する180,000株が含まれております。

３．株主数	 3,813名
４．大株主（上位10名）

株　　主　　名 所有株式数（千株） 持株比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,874 11.9

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行（ 信 託 口 ） 3,820 9.4

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 2,272 5.6

ア ネ ス ト 岩 田 仕 入 先 持 株 会 1,872 4.6

ア ネ ス ト 岩 田 得 意 先 持 株 会 1,858 4.6

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社	 1,520 3.7

ＴＨＥ	ＢＡＮＫ	ＯＦ	ＮＥＷ	ＹＯＲＫ	１３３６５２ 1,338 3.3

株 式 会 社 大 気 社 895 2.2

ＦＣＰ	ＳＥＸＴＡＮＴ	ＡＵＴＯＵＲ	ＤＵ	ＭＯＮＤＥ 850 2.1

ア ネ ス ト 岩 田 従 業 員 持 株 会 815 2.0
（注）持株比率は、自己株式（909,092株）を控除して計算しております。

以　上
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連結株主資本等変動計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,354,353 1,017,080 28,758,216 △685,266 32,444,383

会計方針の変更による累積的影響額 △22,583 △22,583

会計方針の変更を反映した当期首残高 3,354,353 1,017,080 28,735,633 △685,266 32,421,800

当期変動額

剰余金の配当 △1,031,454 △1,031,454

親会社株主に帰属する当期純利益 3,541,395 3,541,395

自己株式の取得 △340,669 △340,669
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 △8,216 △8,216

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― △8,216 2,509,941 △340,669 2,161,055

当期末残高 3,354,353 1,008,864 31,245,575 △1,025,936 34,582,856

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 414,112 △513,712 △102,234 △201,835 3,891,353 36,133,902

会計方針の変更による累積的影響額 △22,583

会計方針の変更を反映した当期首残高 414,112 △513,712 △102,234 △201,835 3,891,353 36,111,319

当期変動額

剰余金の配当 △1,031,454

親会社株主に帰属する当期純利益 3,541,395

自己株式の取得 △340,669
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 △8,216

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △35,977 1,193,203 84,949 1,242,174 695,455 1,937,630

当期変動額合計 △35,977 1,193,203 84,949 1,242,174 695,455 4,098,685

当期末残高 378,134 679,490 △17,285 1,040,339 4,586,809 40,210,005
（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）

（単位：千円）

（単位：千円）
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（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
	1.	 連結の範囲に関する事項
（イ）連結子会社の数	 33社

株式会社Ａ＆Ｃサービス
ANEST	IWATA	STRATEGIC	CENTER	S.r.l.
Anest	Iwata	Italia	S.r.l.
ANEST	IWATA	Deutschland	GmbH
HARDER	&	STEENBECK	GmbH	&	Co.KG
ANEST	IWATA	Europe	GmbH
ANEST	IWATA	France	S.A.
ANEST	IWATA	(U.K.)	Ltd.
Anest	Iwata	Scandinavia	AB
ANEST	IWATA	Iberica	S.L.U.
ANEST	IWATA	Polska	Sp.	z	o.	o.
阿耐思特岩田産業機械（上海）有限公司
嘉興阿耐思特岩田産業機械有限公司
東莞阿耐思特岩田機械有限公司
杭州阿耐思特岩田友佳空圧機有限公司
上海斯可絡圧縮機有限公司
上海格什特螺杆科技有限公司
岩田友嘉精機股分有限公司
ANEST	IWATA	SPARMAX	CO.,LTD.
ANEST	IWATA	MOTHERSON	Pvt.	Ltd.
ANEST	IWATA	MOTHERSON	COATING	EQUIPMENT	Pvt.	Ltd.
ANEST	IWATA	SOUTHEAST	ASIA	Co.,Ltd.
ANEST	IWATA	Korea	Corp.
ANEST	IWATA	Vietnam	Co.,Ltd.
PT.	ANEST	IWATA	INDONESIA
ANEST	IWATA	USA,	Inc.
ANEST	IWATA-Medea,	Inc.
ANEST	IWATA	AIR	ENGINEERING,	Inc.
ANEST	IWATA	Mexico,	S.	de	R.L.	de	C.V.
AIRZAP-ANEST	IWATA	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA.
ANEST	IWATA	Australia	Pty.Ltd.
ANEST	IWATA	RUS	LLC
ANEST	IWATA	South	Africa	(Pty)	Ltd.

　連結子会社でありましたANEST	IWATA	DO	BRASIL	COMERCIAL	LTDA.は、2021年10月１日付で連結子会社であります
AIRZAP-ANEST	IWATA	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA.を存続会社とした吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除
外しております。

（ロ）非連結子会社の数	 0社

連　結　注　記　表
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	2.	 持分法の適用に関する事項
（イ）持分法適用の非連結子会社の数	 0社
（ロ）持分法適用の関連会社の数	 2社

株式会社アドバン理研
Powerex-Iwata	Air	Technology,Inc.

（ハ）持分法を適用しない非連結子会社の数	0社
（ニ）持分法を適用しない関連会社の数	0社
（ホ）持分法適用会社の決算日は、連結決算日と異なりますが各社の直近の事業年度にかかる計算書類を使用しております。

	3.	 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、株式会社Ａ＆Ｃサービス、ANEST	IWATA	MOTHERSON	Pvt.	Ltd.、及びANEST	IWATA	MOTHERSON	
COATING	EQUIPMENT	Pvt.	Ltd.の決算日は連結決算日と同一であります。
　その他の連結子会社の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、各連結子会社の決算日現在の計算書類を
使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

	4.	 会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法
　①　有価証券

満期保有目的の債券
　償却原価法（定額法）
その他有価証券
　市場価格のない株式等以外のもの
　　主に決算日の市場価格等に基づく時価法
　　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
　市場価格のない株式等
　　主に移動平均法による原価法

　②　デリバティブ
　　　時価法
　③　棚卸資産
　　　主に先入先出法による原価法
　　　（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
　①　有形固定資産（リース資産を除く）
　　	　主として定率法を採用しております。ただし、当社の1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、2016年	
４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物、並びに太陽光発電設備については、定額法を採用しております。

　　	　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　　　　建物及び構築物	 15～50年
　　　　機械装置及び運搬具	 4～17年
　②　無形固定資産（リース資産を除く）
　　　主として定額法を採用しております。
　③　リース資産
　　	　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　	　リース期間を耐用年数とし、またリース料総額と取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期へ利息法により配分する方

法を採用しております。
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⑶　重要な引当金の計上基準
　①　貸倒引当金
　　	　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　②　賞与引当金
　　　従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額を計上しております。
　③　役員賞与引当金
　　　役員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額を計上しております。
　④　役員株式給付引当金
　　	　株式給付規程に基づく当社取締役及び執行役員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務見込

額を計上しております。
　⑤　製品保証引当金
　　	　売上製品のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、売上高を基準とした過去の経験率等による発生見込額を計上し
ております。

⑷　収益及び費用の計上基準
　主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下の通りであります。
　①　商品又は製品の販売に係る収益認識
　商品又は製品に係る収益は、主に卸売又は製造等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行
義務を負っております。当該履行義務は商品又は製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
　ただし、同一国内販売においては、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取り扱いを適用し、出荷
時から商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
　なお、商品又は製品の販売において、取引量、取引金額及び回収の状況に応じた販売奨励金等の顧客に支払われる対価について
は、かかる収益より控除しております。

　②　工事契約等に係る収益認識
　工事契約等にかかる収益は主に設備等の設計、組立及び据付等を含む請負工事であり、顧客との工事契約に基づいて設備等の施
工を行う履行義務を負っております。工事契約等において、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足
に係る進捗度を見積もり、当該進捗度に基づき収益を一定期間にわたり認識しております。
　なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替
的な取り扱いを適用し、一定期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

⑸　その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　①　退職給付に係る負債または資産の計上基準
　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債
として計上しております。なお、年金資産の額が退職給付債務を超える場合には、退職給付に係る資産に計上しております。
イ．退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
ロ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。
　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法に
より按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
ハ．小規模企業等における簡便法の採用
　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務
とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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　②　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外
子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に
換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて表示しております。

　③　のれんの償却方法及び償却期間
　個別案件ごとに判断し、３～10年間の定額法により償却を行っております。

	5.	 会計方針の変更
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当連結会計年
度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる
金額で収益を認識することとしております。
　なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品及び製品の支配が
顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には出荷時に収益を認識しておりますが、一部の海外連結子会社について
は、従来の出荷時に収益を認識する方法から商品及び製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更しております。
　また、販売奨励金等の顧客に支払われる対価の一部については、従来、販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、売上高か
ら減額する方法に変更しております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年
度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残
高から新たな会計方針を適用しております。
　この結果、当連結会計年度末の売上高は457,420千円減少し、売上原価は179,414千円減少し、販売費及び一般管理費は
197,914千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ80,091千円減少しております。また、利益剰余
金の当期首残高は22,583千円減少しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当連結会計
年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第
44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしてお
ります。なお、連結計算書類に与える影響はありません。
　また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。

	6.	 表示方法の変更
（連結貸借対照表関係）
　前連結会計年度において、「投資その他の資産」の「長期貸付金」、「長期預金」について独立掲記しておりましたが、金額的重要性
が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めております。

（連結損益計算書関係）
　「営業外費用」の「その他」に含めていた「コミットメントライン手数料」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度から独立
掲記しております。
　また、前連結会計年度において独立掲記していた「営業外収益」の「受取保険金」及び「助成金収入」は金額的重要性が乏しくなっ
たため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。
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	7.	 会計上の見積りに関する注記
　有形固定資産及びのれんを含む無形固定資産の減損
　	　当連結会計年度計上額
　　　有形固定資産	 11,448,530千円
　　　無形固定資産	 3,306,695千円
　	　当社グループが計上する有形固定資産及びのれんを含む無形固定資産に減損の兆候がある場合には、減損損失を認識するかどうか
の判定を行っております。回収可能価額は、主に将来キャッシュ・フロー予測や割引率等を組み合わせて算定しており、当該算定に
あたっては、当社グループの経営者による市場環境を考慮した判断及び仮定を前提としており、前提とした状況が変化し、当初見込
んでいた収益が得られなかった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において認識する金額に重要な影響を及ぼす可能性があり
ます。

	8.	 追加情報
（取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度）
　当社は、2019年６月25日開催の第73期定時株主総会決議に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役、及びそれ以外の取
締役のうち社外取締役であるものを除く。）及び取締役を兼務しない執行役員（以下、「取締役等」という。）を対象に、中長期的な
業績の向上と企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」（以
下、「本制度」という。）の導入をしております。
⑴取引の概要
　本制度は、当社が設定する信託（以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。）が、当社より拠出する金銭を原資
として当社株式を取得し、本信託を通じて取締役等に対して、当社が定める株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で
換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」という。）が給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等
の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
⑵信託に残存する当社株式
　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価格（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計上してお
ります。当連結会計年度末における自己株式の帳簿価格は179,733千円、株式数は180千株です。

（新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に関する会計上の見積り）
　当社グループでは、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについては、連結計算書類作成時において入
手可能な情報に基づき実施しております。
　新型コロナウィルス感染症による当社グループへの影響は、一定期間にわたり継続すると想定しておりますが、事業や国によってその
影響や程度が異なり不確定要素が多いことから、その状況等により今後の当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があ
ります。
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（連結貸借対照表に関する注記）
⑴　有形固定資産の減価償却累計額	 16,039,970千円
⑵　投資有価証券中の関連会社の株式	 2,151,032千円
⑶　担保資産及び担保付債務	
　　担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりです。

現金及び預金 347,835千円
土地及び建物 1,417,230千円
　　計 1,765,065千円

支払手形及び買掛金 848,820千円
短期借入金 577,920千円
長期借入金 229,350千円
　　計 1,656,090千円

⑷　当座貸越契約及びコミットメントライン契約
　	　当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結
しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

当座貸越極度額及びコミットメントライン契約額 15,446,234千円
借入実行残高 377,609千円
借入未実行残高 15,068,625千円

⑸　受取手形裏書譲渡高	 1,184,883千円

（連結損益計算書に関する注記）
⑴　一般管理費に含まれる研究開発費	 499,693千円
⑵　固定資産売却益は主に機械装置、車両運搬具等の売却によるものであります。
⑶　固定資産売却損は主に機械装置、車両運搬具等の売却によるものであります。
⑷　固定資産除却損は主に機械装置等の除却によるものであります。
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
	1.	 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式（株） 41,745,505 ― ― 41,745,505

	2.	 自己株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式（株） 667,323 421,769 ― 1,089,092

（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次のとおりであります。
　取締役会の決議に基づく自己株式の取得による増加	 421,700株
　単元未満株式の買取による増加	 	 69株

	3.	 配当に関する事項
⑴　配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

1株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

2021年６月25日
定時株主総会 普通株式 495,098 12.0 2021年３月31日 2021年６月28日

2021年11月10日
取締役会 普通株式 536,355 13.0 2021年９月30日 2021年12月６日

（注）１.　	2021年６月25日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（BBT）」が保有する当社株式に対する
配当金2,160千円が含まれております。

２.　	2021年11月10日開催の取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（BBT）」が保有する当社株式に対する配当
金2,340千円が含まれております。

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
　　次のとおり決議を予定しております。

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

1株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

2022年６月24日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 694,219 17.0 2022年３月31日 2022年６月27日

（注）配当金の総額には、「株式給付信託（BBT）」が保有する当社株式に対する配当金3,060千円が含まれております。

（金融商品に関する注記）
	1.	 金融商品の状況に関する事項
金融商品に対する取組方針
　当社グループは、事業計画に基づいて、円滑な経営活動を行うための資金の有効な調達及び運用を行っております。
　運転資金の調達については、金融機関からの借入等により行っております。ただし、設備投資に必要な資金の一部については、ファ
イナンス・リース取引を利用して調達する場合があります。デリバティブ取引については、リスク回避を目的としたものに限定して行
う場合がありますが、投機的な取引については、一切行わない方針であります。
　一時的な余裕資金の運用については、安全性の高い金融資産に限定して運用する方針であります。この運用にあたっては、満期まで
の期間が１年を超える金融資産を選択する場合もあります。このうち、長期預金については、格付けの高い金融機関に限定しておりま
す。また、満期保有目的の債券についても、信用リスクの僅少な格付けの高い債券のみを対象として取得しております。
　保有する株式については主に取引先企業のものであり、市場価格の変動リスクがありますが、定期的に時価及び発行会社の財務状況
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等を把握し権利の保全に努めております。
　また、営業債権については、取引先の定期的な調査及び分析、未回収額の迅速な原因分析を行い信用リスクの軽減を行っております。

	2.	 金融商品の時価等に関する事項
　2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含めておりません。

区分
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

（千円）
時　価
（千円）

差　額
（千円）

①有価証券及び投資有価証券（注3） 2,200,865 2,199,169 △	1,695
資産計 2,200,865 2,199,169 △	1,695

②長期借入金（注4） 294,150 286,735 △	7,414
③リース債務（注5） 1,266,341 1,317,542 51,201

負債計 1,560,491 1,604,278 43,786
（注1）貸付金等の重要性のない金融資産・金融負債は除外しております。

（注2）	「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳
簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注3）	市場価格のない株式等は、「①有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は
以下のとおりであります。

　　　　非上場株式等（関係会社株式含む）	 2,329,180千円

（注4）１年内返済予定の長期借入金を含めております。

（注5）１年以内に期限が到来するリース債務を含めております。
	
	3.	 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に
係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時
価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

⑴　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
　その他有価証券
　　株式 1,698,707 ― ― 1,698,707

資産計 1,698,707 ― ― 1,698,707
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⑵　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
　満期保有目的の債券
　　社債 ― 500,462 ― 500,462

資産計 ― 500,462 ― 500,462
長期借入金 ― 286,735 ― 286,735
リース債務 ― 1,317,542 ― 1,317,542

負債計 ― 1,604,278 ― 1,604,278
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
　原則として、株式については当連結会計年度末日の市場価格をもって時価としており、市場の活発性に基づき、主にレベル１の時価
に分類しております。また、株式以外の有価証券については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定した価格をもって時
価としており、レベル２の時価に分類しております。
長期借入金
　長期借入金の時価は、元利金の合計額を、国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値によ
り算定しており、レベル２の時価に分類しております。
リース債務
　リース債務の時価は、元利金の合計額を、同様の新規リースを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定してお
り、レベル２の時価に分類しております。

（収益認識に関する注記）
	1.	 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

報告セグメント
その他 合計

日本 ヨーロッパ アジア 計
顧客との契約から生じる収益 16,313,829 5,484,837 14,492,597 36,291,263 6,045,747 42,337,011
その他の収益 ― ― ― ― ― ―
外部顧客への売上高 16,313,829 5,484,837 14,492,597 36,291,263 6,045,747 42,337,011
（注）	「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、アメリカ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、ロ

シア及び南アフリカの現地法人の事業活動です。

	2.	 収益を理解するための基礎となる情報
　「4.　会計方針に関する事項」の「（4）	収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

	3.	 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
⑴　顧客との契約から生じた契約負債の残高

当連結会計年度（期首） 当連結会計年度（期末）
契約負債 391,528千円 1,202,498千円

　契約負債は前受金であり、履行義務が期末時点で充足されていない対価を計上しております。なお、連結貸借対照表上、流動負債
のその他に含まれております。
　また、契約負債の増減は、主に前受金の受取り（契約負債の増加）と、収益認識（同、減少）により生じたものであります。
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⑵　残存履行義務に配分した取引価格
　当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、契約時当初において１年を超える重要な履行義務がない
ため、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 876円20銭
１株当たり当期純利益 86円32銭
（注）1.　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。

2.　	株主資本において自己株式として計上されている「株式給付信託（BBT）」に残存する自社の株式は、１株当たり純資産額の
算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式に含めており、また、１株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式
数の計算において控除する自己株式に含めております。１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末発行済
株式数は、当連結会計年度においては180千株であり、１株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中
平均株式数は、当連結会計年度においては180千株であります。

3.　１株当たり当期純利益額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 3,541,395
普通株主に帰属しない金額（千円） ―
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 3,541,395
普通株式の期中平均株式数（株） 41,028,335

（企業結合等関係）
	（取得による企業結合）
	 （連結子会社による事業譲受）
	 	　当社は2020年10月９日開催の取締役会において、米国の当社連結子会社であるANEST	IWATA	USA,	 Inc.が、Automotive	
Spraying	Equipment	Technologies,LLCから事業の一部を譲受けることを決議し、2021年１月１日付で譲受けをいたしました。
1.　事業譲受の概要
　⑴　相手企業の名称及び取得した事業の内容
　　　名称：Automotive	Spraying	Equipment	Technologies,LLC
　　　事業内容：塗装機器製品の販売
　⑵　事業譲受を行った会社の名称
　　　名称：ANEST	IWATA	USA,	Inc.
　⑶　事業譲受を行った主な理由
　　　北米市場での販路拡大
　⑷　事業譲受日
　　　2021年１月１日
　⑸　法的形式
　　　現金を対価とする事業譲受

2.　連結計算書類に含まれる取得した事業の業績の期間
　　2021年１月１日から2021年12月31日まで

3.　事業譲受の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 1,375千ドル（142,312千円）
取得原価 1,375千ドル（142,312千円）
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4.　主要な取得関連費用の内容及び金額
　　重要性が乏しいため記載を省略しております。

5.　発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
　⑴　発生したのれんの金額
　　　1,375千ドル	（142,312千円）
　⑵　発生原因
　　　今後の販路拡大によって期待される超過収益力によるものです。
　⑶　償却方法及び償却期間
　　　３年間にわたる均等償却

（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △�685,266 27,437,980 414,112 414,112 27,852,092
会計方針の変更による累積的影響額 △	4,405 △	4,405

会計方針の変更を反映した当期首残高 △�685,266 27,433,574 414,112 414,112 27,847,687

当期変動額
剰余金の配当 △	1,031,454 △	1,031,454
当期純利益 2,751,298 2,751,298
自己株式の取得 △	340,669 △	340,669 △	340,669
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △	35,977 △	35,977 △	35,977

当期変動額合計 △�340,669 1,379,174 △�35,977 △�35,977 1,343,196
当期末残高 △�1,025,936 28,812,749 378,134 378,134 29,190,883
（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）

（単位：千円）

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計別途積立金 繰越利益

剰	余	金
当期首残高 3,354,353 1,380,380 1,380,380 838,588 9,700,000 12,849,925 23,388,513
会計方針の変更による累積的影響額 △	4,405 △	4,405

会計方針の変更を反映した当期首残高 3,354,353 1,380,380 1,380,380 838,588 9,700,000 12,845,519 23,384,108

当期変動額
剰余金の配当 △1,031,454 △1,031,454
当期純利益 2,751,298 2,751,298
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 1,719,844 1,719,844
当期末残高 3,354,353 1,380,380 1,380,380 838,588 9,700,000 14,565,363 25,103,952
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（重要な会計方針に関する注記）
	1.	 有価証券の評価基準及び評価方法
⑴　子会社株式及び関連会社株式

	（子会社出資金及び関連会社出資金を含む）
移動平均法による原価法

⑵　満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）

⑶　その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

	2.	 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法
	（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

	3.	 固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物、並びに太陽光発電設備は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物	 15～50年
機械及び装置	 7～17年

⑵　無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。

⑶　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、またリース料総額と取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期へ利息法により配分する方法
を採用しております。

	4.	 引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
⑵　賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額を計上しております。

⑶　役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額を計上しております。

⑷　役員株式給付引当金
株式給付規程に基づく当社取締役及び執行役員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務見込額を計

上しております。

個　別　注　記　表
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⑸　製品保証引当金
売上製品のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、売上高を基準とした過去の経験率等による発生見込額を計上して

おります。
⑹　退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

イ.　退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。

ロ.　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按
分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

	5.	 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

	6.	 収益及び費用の計上基準
主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下の通りであります。
⑴　商品又は製品の販売に係る収益認識
商品又は製品に係る収益は、主に卸売又は製造等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義

務を負っております。当該履行義務は商品又は製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
ただし、国内販売においては、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取り扱いを適用し、出荷時から

商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
なお、商品又は製品の販売において、取引量、取引金額及び回収の状況に応じた販売奨励金等の顧客に支払われる対価について

は、かかる収益より控除しております。
⑵　工事契約等に係る収益認識
工事契約等にかかる収益は主に設備等の設計、組立及び据付等を含む請負工事であり、顧客との工事契約に基づいて設備等の施工

を行う履行義務を負っております。工事契約等において、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係
る進捗度を見積もり、当該進捗度に基づき収益を一定期間にわたり認識しております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的

な取り扱いを適用し、一定期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

	7.	 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　該当事項はありません。

	8.	 会計方針の変更
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の
期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額
で収益を認識することとしております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出
荷時から当該商品及び製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には出荷時に収益を認識しております。
　販売奨励金等の顧客に支払われる対価の一部については、従来、販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、売上高から減額
する方法に変更しております。
　支給先に原材料等を譲渡する有償支給取引については、従来、当該原材料等の対価を収益として認識しておりましたが、支給先に
譲渡した原材料等のほぼ全量を買い戻すことが予定されている場合は、当該原材料等の対価を収益として認識しない方法に変更して
おります。
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　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の
期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新
たな会計方針を適用しております。
　この結果、当事業年度の売上高は143,168千円減少し、売上原価は89,304千円減少し、販売費及び一般管理費は55,479千円減少
し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ1,615千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は4,405千
円減少しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の
期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項
に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。な
お、計算書類に与える影響はありません。

	9.	 表示方法の変更
（損益計算書関係）
前事業年度において独立掲記していた「営業外収益」の「受取技術料」及び「雇用調整助成金」は金額的重要性が乏しくなったため、

当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
また、前事業年度において独立掲記していた「営業外費用」の「不動産賃借費用」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度

より「その他」に含めて表示しております。

10.	 会計上の見積りに関する注記
　投資有価証券等の評価
　　当事業年度計上額

投資有価証券	 2,376,337千円
関係会社株式	 3,202,098千円
出資金	 19,912千円
関係会社出資金	 4,291,545千円

　市場価格のない株式等の減損処理については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性
等を考慮し、必要と認められた額について減損処理を行っております。
　従って、将来の投資先の業績動向により、投資有価証券等の評価に重要な影響を及ぼす可能性があり、翌事業年度以降の計算書類
において認識する金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

11.	 追加情報
（取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度）
　当社は、2019年６月25日開催の第73期定時株主総会決議に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役、及びそれ以外の取
締役のうち社外取締役であるものを除く。）及び取締役を兼務しない執行役員（以下、「取締役等」という。）を対象に、中長期的な業
績の向上と企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」（以下、
「本制度」という。）の導入をしております。
⑴　取引の概要
　　	　本制度は、当社が設定する信託（以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。）が、当社より拠出する金銭を原
資として当社株式を取得し、本信託を通じて取締役等に対して、当社が定める株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時
価で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」という。）が給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役等が当社
株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。

⑵　信託に残存する当社株式
　　	　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価格（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計上して
おります。当事業年度末における当該自己株式の帳簿価格は179,733千円、株式数は180千株です。
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（新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）
　当社では、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、計算書類作成時において入手可能な情報に
基づき実施しております。新型コロナウィルス感染症による当社への影響は、一定期間にわたり継続すると想定しておりますが、不確定
要素が多いことから、その状況等により今後の当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）
⑴　有形固定資産の減価償却累計額	 11,589,796千円
⑵　関係会社に対する金銭債権債務
　短期金銭債権	 3,220,914千円
　長期金銭債権	 806,425千円
　短期金銭債務	 191,420千円

⑶　保証債務
関係会社の銀行借入に対して次のとおり保証（極度額）を行っております。
杭州阿耐思特岩田友佳空圧機有限公司 122,390千円
ANEST	IWATA	RUS	LLC 92,863千円
合計 215,253千円

⑷　当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は運転資金の効率的な調達を行なうため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これ

らの契約に基づく当事業年度末日の借入未実行残高は次のとおりです。
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約額 14,200,000千円
借入実行残高 ―
借入未実行残高 14,200,000千円

（損益計算書に関する注記）
⑴　関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 6,954,485千円
仕入高等 2,126,581千円
営業取引以外の取引高 883,060千円

⑵　研究開発費の総額
一般管理費に含まれる研究開発費	 358,329千円

⑶　固定資産売却益は主に車両運搬具の売却によるものであります。
⑷　固定資産除却損は主に機械装置の除却によるものであります。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 667,323 421,769 ― 1,089,092

（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次のとおりであります。
　取締役会の決議に基づく自己株式の取得による増加	 421,700株
　単元未満株式の買取による増加	 69株
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社等

属性 会社等の名称 住所 資本金 事業の内容
議決権等
の所有
割合(％)

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円） 科目 期末残高

（千円）役員の 事業上
兼任等 の関係

子会社
ANEST	IWATA	
STRATE	GIC	
CENTER	S.R.L.

イタリア
ロンバル
ディア州

956
（千EUR）

塗装機器、
塗装設備の
製造販売

直接
100 1人 当社製品

の販売等 販売 992,220 受取手形
及び売掛金 421,723

子会社
ANEST	IWATA	
AIR	ENGINE	
ERING,	Inc.

アメリカ
オハイオ州

2,300
（千USD）

圧縮機、真
空機器の製
造販売

直接
100 2人 当社製品

の販売等 販売 1,416,641 受取手形
及び売掛金 918,069

子会社
阿耐思特岩田産
業機械（上海）
有限公司

中華人民
共和国
上海市

200
（千USD）

塗装機器、
塗装設備の
販売

直接
100 2人 当社製品

の販売等 販売 861,802 受取手形
及び売掛金 411,002

子会社
ANEST	IWATA	
Deutsc	hland	
GmbH

ドイツ
ザクセン州

400
（千EUR）

塗装機器の
販売

直接
100 1人 当社製品

の販売等

資金の
貸付 ― 関係会社

長期貸付金 519,460

利息の
受取 1,440 その他

（流動資産） 721

取引条件及び取引条件の決定方針等
　資金の貸付につきましては、市場金利を勘案して利率を決定しております。
　製品の販売につきましては、一般の取引条件を勘案して価格を決定しております。

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
退職給付引当金 651,646千円
賞与引当金 176,021千円
子会社株式等評価損 384,082千円
その他 394,110千円

繰延税金資産　小計 1,605,860千円
評価性引当額 △	444,226千円

繰延税金資産　合計 1,161,634千円

繰延税金負債
前払年金費用 △	238,509千円
その他有価証券評価差額金 △	165,943千円

繰延税金負債　合計 △	404,453千円

繰延税金資産の純額 757,181千円

（収益認識に関する注記）
	 収益を理解するための基礎となる情報
　　「（重要な会計方針に関する注記）」の「6.	収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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（１株当たり情報に関する注記）
　１株当たり純資産額	 717円99銭
　１株当たり当期純利益	 67円06銭
（注）1.　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。

2.　	株主資本において自己株式として計上されている「株式給付信託（BBT）」に残存する自社の株式は、１株当たり純資産
額の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式に含めており、また、１株当たり当期純利益金額の算定上、期中平
均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期
末発行済株式数は、当事業年度においては180千株であり、１株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式
の期中平均株式数は、当事業年度においては180千株であります。

3.　	１株当たり当期純利益額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

当期純利益（千円） 2,751,298
普通株主に帰属しない金額（千円） ―
普通株式に係る当期純利益（千円） 2,751,298
普通株式の期中平均株式数（株） 41,028,335

（重要な後発事象に関する注記）
	 該当事項はありません。
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